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「（仮称）川崎ウィンドファーム事業 計画段階環境配慮書」に対する技術審査会答申(案)の形成 

 

答 申 案 

技術審査会からの指摘・質問事項 

※１：（ ）番号は「資料 2－3」指摘事項と関連しています。 

※２：  は，指摘事項からの変更点。 

※３：解説はゴシック。 

※４：関連ページは，配慮書本編のページ数。 

備 考 

【委員名】 

（専門分野） 

 

【１ 全般的事項】 

（１） 事業実施想定区域（以下「想定区域」という。）は，蔵王国定公

園（第二種特別地域及び第三種特別地域）及び保安林に指定されて

いる他，重要野鳥生息地（ IBA），生物多様性重要地域（KBA），

鳥獣保護区及び特定植物群落が含まれ，さらには蔵王生物群集保護

林が隣接し，想定区域周辺には緑の回廊も存在しており，事業の実

施による動植物及び生態系への重大な影響が懸念される地域であ

る。 

上述のとおり，様々な規制が適用される地域であるため，自然環

境への影響を回避することが困難である。環境影響を最大限回避し

ながら事業を行う趣旨に鑑み，本事業計画を更に検討する場合，想

定区域から十分な絞り込みを行うこと。  

なお，絞り込みにあたっては，蔵王国定公園（第二種特別地域及

び第三種特別地域）を想定区域から除外した上で，さらに絞り込み

を行うこと。  

 

  

【全般的事項】 

①   事業実施想定区域（以下「想定区域」という。）は，蔵王国定公

園（第二種，第三種特別地域）及び保安林に指定されている他，重

要野鳥生息地（ IBA），生物多様性重要地域（KBA），鳥獣保護区及

び特定植物群落が含まれ，さらには蔵王山植物群落保護林が隣接

し，想定区域周辺には緑の回廊も存在しており，事業の実施による

動植物及び生態系への重大な影響が懸念される地域である。  

上述のとおり，様々な規制が適用される地域であるため，自然環

境への影響を回避することが困難である。環境影響を最大限回避し

ながら事業を行う趣旨に鑑み，本事業計画を更に検討する場合，想

定区域から十分な絞り込みを行うこと。  

 

※ 「蔵王生物群集保護林」の名称について，東北森林管理局に確

認済み。 

「関連ページ：（配慮書）P.222,233,308,320,321」 

 

【平野会長】 

（景観） 

【野口委員】 

（植物（植

生），生態系

（植物生態）） 

【牧委員】 

（植物（植物

相）） 

【由井委員】 

（動物（猛禽

類），生態系

（動物生態）） 

 

（２） 宮城県民にとって蔵王山への眺望は極めて重要である。本事業実

施により蔵王山の山容を破壊し，景観を阻害する恐れがあるため，

眺望景観への影響を回避又は十分に低減できるよう適切に想定区域

を絞り込むこと。また，蔵王のお釜からの眺望について，影響を回

避すること。  

 

  

【全般的事項】 

②   宮城県民にとって蔵王山の眺望は極めて重要である。本事業実施

により蔵王山の山容を破壊し，景観を阻害する恐れがあるため，適

切に想定区域を絞り込むこと。特に，蔵王のお釜への眺望につい

て，影響を回避すること。 

 

【平野会長】 

（景観） 

 

 

（３） 計画段階環境配慮手続きは，事業実施による重大な環境影響の回

避・低減を図るために，位置・規模又は配置・構造（以下「配置

等」という。）に関して複数案から１案に絞り込むプロセスの一つ

として環境面の検討を行うものである。このことを念頭に，以降の

手続きでは想定区域の適切な絞り込みを行うこと。また，その過程

を方法書に記載すること。  

 

  

【全般的事項】 

③  想定区域の複数代替案や絞り込みについての考えを説明すること。 

「関連ページ：（配慮書）P.19」 

【参考：（仮称）ウィンドファーム八森山 計画段階環境配慮書】 

 

【平野会長】 

（景観） 
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（４） 方法書の作成にあたって，環境影響評価項目に選定しない項目に

ついて，その理由を明確に記載すること。 

 

  

※審査会時の内田委員の御意見を追加（以下，御意見の一部抜粋） 

「・・・配慮事項として選定されなかった項目に関してです。・・・選

定しない項目に関しても，なかなか見えないところを見えるようにし

て，不安を払拭するという点でも非常に重要な情報かと思いますので，

以後このような選定しない項目に関しても情報をいただければと思いま

す。」  

 

 

【内田委員】 

（悪臭，水質，

廃棄物） 

 

（５） 想定区域近隣の蔵王町には，主要な眺望点が多く存在し，本事業

による重大な景観への影響が生じるおそれがある。方法書以降，関

係地方公共団体に蔵王町を追加する等，関係地方公共団体の設定を

見直すこと。  

 

  

【全般的事項】 

④   蔵王町には主要な眺望点が多く存在し，本事業による景観への影

響が生じるおそれがある。方法書以降，関係自治体に蔵王町を追加

する等，関係自治体の設定を見直すこと。 

「関連ページ：（配慮書）P.4」 

 

【平野会長】 

（景観） 

 

（６） 想定区域及び周辺の住民，再設定した関係地方公共団体及び関係

者に対して，環境影響に関する情報を積極的に提供するとともに，

理解を得た上で，事業を進めること。  

 

  

【全般的事項】 

⑤   想定区域及び周辺の住民に対して，環境影響に関する情報を積極

的に提供するとともに，理解を得ながら事業を進めること。  

 

 

【平野会長】 

（景観） 

 

【２ 個別的事項】 

（１） 地形及び地質 

   イ 想定区域及びその周辺には重要な地形である「立石山」，「名

乗沢支流」及び「三森山東面かばた沢」等が分布している。事業

の実施による改変範囲を最小化する等の環境保全措置を検討する

のではなく，これらの重要な地形を想定区域から除外すること。  

 

 

ロ 事業の実施にあたっては，土砂災害を誘発する可能性を十分認

識し，砂防指定地，崩壊土砂流出危険地区及び土砂災害警戒区域

（土石流）の上流域等を想定区域から除外すること。  

また，想定区域に地すべり地形が多く分布することから，詳細

な地形解析等を行った上で，風力発電設備等の配置等を検討する

こと。  

 

   ハ 想定区域内に存在する水源かん養保安林及び土砂流出防備保安

林について，その区域を想定区域から除外すること。  

  

【地形及び地質】 

①   想定区域には重要な地形である「立石山」や「名乗沢支流」，

「三森山東面かばた沢」等が分布している。改変範囲を最小化する

等の環境保全措置を検討するのではなく，それらの地域を想定区域

から除外すること。  

「関連ページ：（配慮書）P.58-62,250-253」  

 

②   事業実施にあたっては，土砂災害を誘発する可能性を十分認識

し，砂防指定地，崩壊土砂流出危険地区，土砂災害警戒区域（土石

流）の上流域等については，想定区域から除外すること。  

また，想定区域に地すべり地形が多く分布することから，詳細な地

形解析等を行い，風力発電機等の設置位置を検討すること。  

「関連ページ：（配慮書）P.232-239」 

 

※ハについて，平野会長からの御意見。 

 【参考：女川石巻風力発電事業】  

 

 

【伊藤委員】 

（地形・地質，

地盤沈下） 

 

 

 

【伊藤委員】 

（地形・地質，

地盤沈下） 
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（２）動物 

イ 想定区域及びその周辺には，野鳥の生息地として優れた重要野

鳥生息地（IBA），生物多様性重要地域（KBA）及び鳥獣保護区

が存在する。これらの指定要件の対象となる種について調査，予

測及び評価をすること。  

 

 

 

ロ 想定区域及びその周辺では，環境アセスメントデータベースの

「風力における鳥類のセンシティビティマップ」での注意喚起レ

ベルが高く，希少猛禽類の生息の可能性も非常に高いことから，

生息地を保全するための回避・低減措置を確実に実施すること。 
 

 

 

 

【動物】 

①   想定区域及びその周辺には，野鳥の生息地として優れた重要野鳥生

息地（ IBA），生物多様性重要地域（KBA）及び鳥獣保護区が存在す

る。これらの指定要件を調べ，それをターゲットとした調査，予測及

び評価をすること。 

「関連ページ：（配慮書）P.142」 

 

 

※ロについて，平野会長の御意見。 

 【参考：女川石巻風力発電事業】 

 

【野口委員】 

（植物（植

生），生態系

（植物生態）） 

【由井委員】 

（動物（猛禽

類），生態系

（動物生態）） 

 

（３）植物 

イ 想定区域に含まれる蔵王国定公園（第二種特別地域及び第三種

特別地域）内には，指定植物が存在する可能性が高い。指定植物

への影響を回避するために，蔵王国定公園を想定区域から除外す

ること。 

 

 

ロ 想定区域西側の大部分が特定植物群落となっており，事業の実

施による植生への重大な影響が懸念されることから，当該地域を

想定区域から除外すること。 

 

 

 

ハ 想定区域及びその周辺には，自然度の高い植生が分布してお

り，現地調査により，その区域を明らかにした上で，植物への影

響を適切に予測及び評価すること。 

 

 

 

 

【植物】 

※審査会当日の牧委員の御発言より。 

「関連ページ：（配慮書）P.132」  

 

 

 

 

①   想定区域西側の大部分が特定植物群落となっており，事業の実施に

よる植生への重大な影響が懸念されることから，当該地域を想定区域

から除外すること。  

「関連ページ：（配慮書）P.132」  

 

 

②   想定区域及びその周辺には，自然度の高い植生が分布しており，現

地調査により，その区域を明らかにした上で，植物への影響を適切に

予測及び評価すること。  

「関連ページ：（配慮書）P.132」  

 

 

【牧委員】 

（植物生） 

 

 

 

 

 

【野口委員】 

（植物（植

生），生態系

（植物生態）） 

 

 

【野口委員】 

（植物（植

生），生態系

（植物生態）） 

 

 

（４）生態系 

イ 想定区域西側の大部分が生物多様性重要地域（KBA）となって

おり，事業の実施による生態系への重大な影響が懸念されること

から，当該地域を想定区域から除外すること。 

 

 

  

【生態系】 

①   想定区域西側の大部分が生物多様性重要地域（KBA）となってお

り，事業の実施による生態系への重大な影響が懸念されることか

ら，当該地域を想定区域から除外すること。 

「関連ページ：（配慮書）P.142」 

 

 

【野口委員】 

（植物（植

生），生態系

（植物生態）） 

 

 



 4 / 4 

ロ 想定区域に国有林の蔵王生物群集保護林が隣接しているため，

方法書以降の図書に示し，森林生態系への影響を回避又は十分に

低減し，効果的な保全ができるよう想定区域を絞り込むこと。 

 

 

 

   ハ 想定区域内に隣接する蔵王生物群集保護林は，緑の回廊と回廊

をつなぎ，野生生物の移動経路として森林の連続性を確保するた

めに重要な区域であるが，本事業の実施により緑の回廊の機能が

遮断されるおそれがあることから，その影響を回避すること。  

 

②   想定区域に国有林の蔵王山植物群落保護林が隣接しているため，

方法書以降の図書に示し，森林生態系の効果的な保全への影響を回

避又は十分に低減できるよう想定区域を絞り込むこと。  

※「蔵王生物群集保護林」の名称について，東北森林管理局に確認済

み。 

 

※ハについて，平野会長の御意見。 

 【参考：(仮称)七ヶ宿陸上風力発電事業】 

【由井委員】 

（動物（猛禽

類），生態系

（動物生態）） 

 

（５）景観 

イ 本事業は，宮城県を代表する蔵王山に対して，深刻な景観的影

響が想定され，事業の実施にあたっては極めて慎重な対応が求め

られる。主要な眺望点として川崎町内の代表地点や多くの人が蔵

王山を背景に写真を撮る地点等を調査の上，大幅に追加し，調

査，予測及び評価した上で，蔵王山への眺望に対する影響を回避

すること。  

  なお，蔵王のお釜の展望台から風力発電機が一切見えないよう

に，配置等を検討すること。 

 

 

 

ロ 景観の評価の指標について，「国立・国定公園内における風力

発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」の基準を用いてい

るが，広域な可視領域図を示した上で，風力発電機の稼働による

強い誘目性をフォトモンタージュ法や動画により，適切に調査，

予測及び評価すること。 

 

 

 

 

 

  

【景観】 

①   本事業は，宮城県を代表する蔵王山に対して，深刻な景観的影響

が想定され，事業の実施にあたっては極めて慎重な対応が求められ

る。主要な眺望点として川崎町内の代表地点や蔵王山を背景に写真

を撮る地点を大幅に追加し，調査，予測及び評価した上で，蔵王山

の眺望に対する影響を回避すること。  

「関連ページ：（配慮書）P.331」 

 

※イについて，平野会長の御意見により，文言を追加。 

 

 

 

※ロについて，平野会長の御意見により，【景観】の②と③を統合。 

② 視野角について，国立公園・国定公園の許可のガイドラインの基準 

 を用いているが，風車の稼働による強い誘目性も考慮した上で，広域 

 な可視領域図を示し，適切に調査，予測及び評価すること。  

「関連ページ：（配慮書）P.339」 

 

③   景観の予測及び評価に当たっては，フォトモンタージュ法のほ

か，風力発電設備の稼働による誘目性を適切に把握するため，動画

による手法を設定すること。  

 

 

【平野会長】 

（景観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平野会長】 

（景観） 

【田口委員】 

（土壌汚染（有

害物質）） 

 

【平野会長】 

（景観） 

 

（６）人と自然との触れ合いの活動の場 

想定区域周辺において，人々が野外で活動し，静穏性が求められ

る地点を調査した上で，一定の静けさが求められる場所に対する風

車の騒音の影響を調査，予測及び評価すること。  

また，評価にあっては，単に環境基準に基づく評価ではなく，求

  

【人と自然との触れ合いの活動の場】 

一定の静けさが求められる場所に対する風車の騒音の影響を調査，予

測及び評価を実施すること。評価にあっては，単に環境基準に基づく評

価ではなく，求められる環境に合った静穏性が保たれるかの観点で行う

こと。  

 

【永幡委員】 

（騒音・振動） 
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められる環境に合った静穏性が保たれるかの観点で行うこと。 また，静穏性が求められる場所の選定については，想定区域外でも影

響がありそうな所も調査，予測及び評価を行うこと。  

「関連ページ：（配慮書）P.154」 

 

 

 

（７）温室効果ガス 

森林伐採や土地の改変等の工事及び風力発電施設の製造・輸送・

稼働・廃棄に関する温室効果ガスの環境負荷を考慮した上で，以降

の手続において対象事業実施区域の選定を行うこと。  

 

  

【温室効果ガス】 

森林伐採や土地の改変等の工事及び風力発電施設の製造・輸送・稼働

・廃棄に関する温室効果ガスの環境負荷を考慮した上で対象事業実施区

域の選定を行うこと。  

【参考：(仮称)七ヶ宿陸上風力発電事業】 

 

 

【丸尾委員】 

（大気質，温室

効果ガス） 

 

 

 

（８）放射線の量 

事業の実施によりホットスポットが形成される可能性があること

から，想定区域内の空間放射線量並びに土壌及びリター層の放射性

物質濃度を測定すること。 

また，土壌の放射性物質濃度の調査にあっては，従来の測定方法

ではなく，リター層と土壌を分けた上で，土壌については表層 1cm

を採取し，それぞれ測定すること。 

  

【放射線の量】 

指摘事項①と②を合わせて作成。 

①   工事に伴い，ホットスポットが形成されないよう放射性物質を含

んだ土壌の飛散又は流出に十分配慮すること。  

 

 

②   土壌の放射性物質濃度の調査にあっては，従来の測定方法ではな

く，リター層と土壌を分けた上で，土壌については表層 1cm を採取

し，それぞれ測定すること。 

【参考：(仮称)七ヶ宿陸上風力発電事業】 

 

 

【石井委員】 

（放射性物質） 

 

 

【石井委員】 

（放射性物質） 

 

 


